
キャッシュレス決済の利用（一部）開始について
問　会計室　☎27‐0180

　４月１日から手数料及び使用料について、現金納付の他に各種キャッシュレス決済が利用でき
るようになりました。ぜひご利用ください。

■利用可能場所　会計室、税務課、住民保険課、上下水道課、教育委員会、
　　　　　　　　中央公民館、やすらぎ苑、ふれあいセンター

■利用可能な手数料・使用料
・戸籍謄抄本等証明書交付手数料
・住民票等交付手数料
・印鑑登録証明書手数料
・斎苑等使用料（へい獣含む）
・各種税証明書手数料
・仮ナンバー手数料
・上下水道使用料
・体育施設使用料
　（町民体育館、テニスコートなど）
・中央公民館使用料　等
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ばらタクサービス利用可能機関に「新生病院」を追加します
問　健康福祉課　☎27‐0175

　ばらタクサービスの利用範囲について、４
月より新たに新生病院（池田町）が利用でき
るようになりました。また、行き帰りに利用
可能なタクシー会社は、４月より右記のとお
り、５社に増えます。（町外医療機関からの
帰りのみ山田タクシーが使えます）
　なお、町外医療機関利用の場合、乗降場所
は自宅が原則です。

・近鉄タクシー　　・中部交通
・スイトタクシー　・揖斐タクシー
・大垣タクシー
・山田タクシー（町外帰りのみ）

※帰りにタクシーに乗られるに際は、病院の領収書の
　提示が必要になります。
　（入院時等には、入院証明書等でも可）
※町外医療機関は受診以外、お見舞等の利用はできま
　せん。

◎乗車時には自己負担額200円が必要です。なお、料金が2,500円を超えた場合には、超過料金を
お支払いいただきます。付き添いの方も乗車された場合は、それぞれに200円の料金が必要です。

町内外行き帰りに利用可能なタクシー会社

▲新生病院
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